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梨
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す
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す
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す
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公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
七
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
梨
県
防
犯
設
備
士
協
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
保
坂
　
美
吉

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
六
十
三
番
地
株
式
会
社
セ
ン
テ
ィ
ス

廿
一
内

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
民
に
対
し
て
、
警
察
と
協
働
し
て
よ
り
安
全
で
信
頼
で
き
る
防
犯
機

器
・
防
犯
設
備
の
普
及
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
安
全
活
動
を
通
じ
て
県
民
の
防
犯
意
識
の

高
揚
を
図
り
、
地
域
の
安
全
で
安
心
な
町
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
八
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｈ
ｏ
ｐ
ｅ
笛
吹

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
神
宮
司
　
忍

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
六
百
三
十
五
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
山
梨
県
の
魅
力
や
み
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
の
情
報
発

信
を
行
う
ほ
か
、農
業
や
観
光
な
ど
山
梨
県
な
ら
で
は
の
資
源
を
活
用
し
た
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
や
、

市
民
に
学
び
や
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
各
種
講
座
等
の
企
画
・
開
催
な
ど
を
通
じ
て
、
山
梨
県

に
お
け
る
経
済
活
動
の
活
性
化
と
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
活
力
あ
る

地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
十
八
日
ま
で

'
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
身
延
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
一
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

七
月
二
十
六
日

第
二
千
二
百
四
十
七
号

木　曜　日



指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
五
八
の
一

内
藤
徹

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
五
九
、
二
三
六
九

佐
野
ハ
ル
エ

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
六
一
、
二
三
六
三
、
佐
野
武
光

二
三
七
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
六
五

佐
野
徳
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
七
二

佐
野
一
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
七
三

佐
野
み
さ
え

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
七
九
、
二
三
八
三

佐
野
三
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
八
四
、
字
内
く
ね
五
佐
野
一
雄

二
、
五
四

南
巨
摩
郡
身
延
町
矢
細
工
字
柳
沢
二
三
八
六
、
字
内
く
ね
四
佐
野
ト
シ
江

八
、
五
〇

南
巨
摩
郡
身
延
町
古
長
谷
字
上
屋
敷
一
二
七
八

星
野
昌
子

南
巨
摩
郡
身
延
町
古
長
谷
字
家
ノ
前
一
三
〇
一
、
一
三
〇
二
星
野
定

、
一
三
〇
四
、
字
日
向
八
二
三
の
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
古
長
谷
字
家
ノ
前
一
三
〇
三

星
野
初
雄

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
塩
字
天
白
四
〇
九
か
ら
四
一
三
ま
で
、
望
月
忠
教

四
一
三
の
二
、
四
一
四
か
ら
四
一
九
ま
で
、
四
二
七
か
ら
四

三
一
ま
で
、
四
三
一
の
内
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
塩
字
天
白
四
二
二
、
四
二
三
、
四
二
五
渡
辺
高
明

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
塩
字
宮
坂
一
八
七
一
、
一
八
七
一
の
一
薬
王
寺
代
表
大
根
玄
妙

南
巨
摩
郡
身
延
町
八
日
市
場
字
足
欠
沢
一
七
四
九

望
月
よ
し
江

南
巨
摩
郡
身
延
町
遅
沢
字
山
王
羽
根
二
六
〇
九

望
月
京
子

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
田
原
字
一
枚
山
八
七
の
一
、
八
七
の
三
若
林
信
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
寺
沢
字
栩
沢
二
〇
六
三

安
立
鈴
子
、
遠
藤
き
の
ゑ
、
尾
形

大
作
、
奥
山
藤
丸
、
尾
崎
綾
子
、

上
羽
妙
音
、
河
西
義
一
、
河
西
栄

三
、
笠
井
正
、
佐
野
く
ら
、
佐
野

晤
朗
、
佐
野
猛
男
、
佐
野
國
太
郎

、
寺
尾
睦
吉
、
野
村
喜
友
、
幡
野

譲
、
幡
野
良
元
、
樋
川
徳
一
、
平

井
ま
つ
、
深
沢
一
男
、
深
沢
正
義

、
深
沢
唯
良
、
深
沢
勇
一
、
望
月

忠
治
、
望
月
志
も
、
望
月
秀
夫
、

望
月
金
一
、
望
月
千
森
、
望
月
梅

子
、
望
月
繁
夫
、
望
月
●
子
、
湯

淺
寅
太
郎
、
依
田
冠
、
渡
邊
禎
一

、
渡
辺
壽

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

身
延
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

身
延
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
一
四



四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日
山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
身
延
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
鳶
澤
六
二
一
、
六
二
八
か
ら
六
三
小
野
清
、
小
野
康

〇
ま
で

南
巨
摩
郡
身
延
町
光
子
沢
字
長
畑
一
〇
八
〇
、
一
〇
八
一

長
畑
久
子

南
巨
摩
郡
身
延
町
光
子
沢
字
庚
申
畑
一
三
〇
四
か
ら
一
三
〇
小
山
孝
雄

七
ま
で
、
一
三
五
一
か
ら
一
三
五
七
ま
で
、
一
三
七
九
、
一

三
七
九
の
内
一
、
一
三
九
五
、
一
三
九
六

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
城
字
西
の
草
里
一
九
六
三
の
内
一

樋
川
市
昌

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
字
西
村
二
一
一
二

望
月
絹
子

南
巨
摩
郡
身
延
町
波
木
井
字
北
向
二
九
九
〇

近
藤
み
よ
子

南
巨
摩
郡
身
延
町
相
又
字
胡
桃
沢
三
九
九
〇

市
川
等

南
巨
摩
郡
身
延
町
相
又
字
北
澤
三
九
九
九
、
字
左
間
澤
四
〇
市
川
洋
光

七
六

南
巨
摩
郡
身
延
町
清
子
字
向
林
四
七
五
七
、
四
七
六
一

佐
野
幸
明

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

身
延
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

身
延
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
身
延
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
垈
字
尾
羽
根
九
五

佐
野
千
代
吉

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
垈
字
尾
羽
根
一
〇
一

堀
水
勝
治
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
垈
字
尾
羽
根
一
〇
二

堀
水
伊
三
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
垈
字
松
葉
一
七
〇
、
一
八
〇
、
一
八
一
鈴
木
一

、
一
八
一
の
乙

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
一
五



南
巨
摩
郡
身
延
町
大
垈
字
川
戸
頭
二
七
八

妙
仙
寺

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
西
塩
澤
一
一
二
五
（
次
の
図
に
示
古
谷
富
長

す
部
分
に
限
る
。）

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
西
塩
澤
一
四
九
八
の
一

望
月
貢

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
西
塩
澤
一
五
〇
一

望
月
吉
藏

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
西
塩
澤
一
五
一
一

望
月
浩
也

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
鳶
澤
六
二
五

望
月
二
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
鳶
澤
六
二
三
、
六
二
四
、
六
七
五
稲
葉
隆
明

、
六
七
六
、
六
七
六
の
内
一

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
鳶
澤
六
七
七
、
六
七
七
の
内
一

望
月
仁

南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
字
東
谷
三
五
〇
四
の
一

大
林
坊
赤
松
是
俊

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
城
字
奥
山
一
五
二
二
、
一
五
二
四

依
田
美
子

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
城
字
奥
山
一
五
二
八
の
二

望
月
菊
治

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
城
字
西
の
草
里
一
九
九
〇
の
二

大
村
太
七
郎
、
望
月
音
吉

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
城
字
西
の
草
里
一
九
九
一
の
二
、
一
九
望
月
則
行

九
三

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
城
字
西
の
草
里
一
九
九
六
の
一
（
次
の
望
月
直
満

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
字
枯
下
三
〇
六
一

佐
野
徳
造

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
字
枯
下
三
〇
六
一
の
三

遠
藤
重
治

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
字
枯
下
三
〇
六
二
、
三
〇
六
二
の
内
佐
野
秀
吉

一
、
字
栃
久
保
三
〇
四
三
の
二

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
字
栃
久
保
三
〇
三
七
の
二
、
三
〇
四
佐
野
幸
兵
ヱ

四
、
三
〇
四
四
の
二
、
三
〇
四
六
、
三
〇
四
七
の
一
、
三
〇

四
七
の
二
、
三
〇
五
四
の
一
、
三
〇
五
四
の
二
、
三
〇
五
四

の
三
、
三
〇
六
〇
の
一
、
三
〇
六
〇
の
二
、
三
〇
六
〇
の
三

南
巨
摩
郡
身
延
町
相
又
字
長
畑
八
〇
六
（
次
の
図
に
示
す
部
望
月
勝
儀

分
に
限
る
。）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
島
字
長
野
六
四
三
〇
の
内
一
二
（
次
の
山
口
國
光

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

身
延
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

身
延
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

'
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
一
六



一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

昭
和
町
河
東
中
島
字
西
国
田
一
五
八
五
の
六
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
二
千
九
百
二
十
七
番
地
　
村
松
　
彰
彦

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
一
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
博
物
館
登
録
を
抹
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
瀧
　
　
田
　
　
武
　
　
彦

一
　
抹
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
　
記
号
番
号

梨
博
第
九
号

三
　
設
置
者

財
団
法
人
北
澤
美
術
館

四
　
名
称

清
里
北
澤
美
術
館

五
　
所
在
地

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
清
里
字
念
場
原
三
千
五
百
四
十
五
番
地
一

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
職
務
代
理
者
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
骨
髄
液
の
」
を
「
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血
幹

細
胞
の
」
に
、「
又
は
骨
髄
移
植
の
た
め
」
を
「
又
は
」
に
、「
骨
髄
液
を
」
を
「
、
骨
髄
移
植
の
た

め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
職
務
代
理
者
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
骨
髄
液
の
」
を
「
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血
幹

細
胞
の
」
に
、「
又
は
骨
髄
移
植
の
た
め
」
を
「
又
は
」
に
、「
骨
髄
液
を
」
を
「
、
骨
髄
移
植
の
た

め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
職
務
代
理
者
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
の
表
第
二
号
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
よ
り
、
居
住
者
等
が
避
難
の
た
め
の
」
に
、「
又

は
本
部
長
指
示
が
あ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
区
域
と
同
一
の
区
域
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る

区
域
（
前
号
の
」
を
「（
前
各
号
の
区
域
及
び
本
部
長
指
示
に
よ
り
、
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
設

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
一
七



附
則
第
三
項
の
表
第
一
号
中
「
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
」
の
下
に
「
。
第
四
号
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。」
を
加
え
、「
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
警
戒
区
域
に
設

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
又
は
本
部
長
指
示
が
あ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
区
域
と
同
一
の
区
域

と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
区
域
」
を
「
、
帰
還
困
難
区
域
に
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
（
前

号
の
区
域
を
除
く
。）」
に
、「
一
万
円
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作

業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
円
）」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
、「
六
千
円
（
心
身
に
著
し

い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
円
）」

を
「
三
千
九
百
六
十
円
」
に
、「
三
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
　
本
部
長
指
示
に
よ
り
、
居
住
制
限
区
域
に
設
定
す

屋
外
一

三
千
三
百
円

る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
（
前
二
号
の
区
域
を
除
く
。）

屋
外
二

千
九
百
八
十
円

屋
内

六
百
六
十
円

四
　
本
部
長
指
示
に
よ
り
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の

屋
外
一

六
千
六
百
円

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基

本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第

屋
外
二

三
千
九
百
六
十
円

六
十
三
条
第
一
項
の
警
戒
区
域
に
設
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
区
域
（
前
三
号
の
区
域
及
び
本
部
長
指
示
に

屋
内

千
三
百
三
十
円

よ
り
、
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
設
定
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。）

附
則
第
三
項
の
表
に
第
一
号
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
　
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

屋
外

一
万
三
千
三
百
円

敷
地
内

屋
内
（
人
事

三
千
三
百
円

委
員
会
が
定

め
る
施
設
内

で
行
う
作
業

に
限
る
。）

附
則
第
三
項
の
表
備
考
１
中
「
作
業
」
の
下
に
「（
第
一
号
の
区
域
の
屋
外
に
お
い
て
行
う
作
業
を

除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
附
則
第
三
項
の
表
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定

は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

別
表
第
一
中

「
一
五
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
七
八
番
地
の
四
先

西
　
条

平
一
二
・
四
・
六

（
県
道
甲
府
市
川
大
門
線
昭
和
バ
イ

告
示

パ
ス
と
町
道
西
条
昭
和
イ
ン
タ
ー
線

第
一
七
号

と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
一
五
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
一
〇
五

西
条
交
差
点

平
成
二
四
年
七
月
二
六
日

番
地
先
（
県
道
甲
府
市
川
三
郷
線
と

告
示
第
七
九
号

町
道
西
条
昭
和
イ
ン
タ
ー
線
と
の
十

字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
二
五
七

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
河
東
九
九
四
番

下
河
東
駐
在
所
平
五
・
一
二
・
二
七

地
先
（
町
道
下
三
条
大
津
線
と
町
道

西

告
示
　
第
六
〇
号

三
一
五
五
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点

）

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
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平
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四
年
七
月
二
十
六
日

四
一
八



を「
二
五
七

中
央
市
下
河
東
九
四
四
番
地
先
（
市

下
河
東
駐
在
所
平
成
二
四
年
七
月
二
六
日

道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

西

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
三
〇
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、
一
八
四

甲
府
昭
和
高
校
平
一
二
・
四
・
六

番
地
先
（
町
道
上
石
田
一
丁
目
西
条

東

告
示

線
と
町
道
西
条
昭
和
イ
ン
タ
ー
線
と

第
一
七
号

の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
三
〇
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
〇
五
七

甲
府
昭
和
高
校
平
成
二
四
年
七
月
二
六
日

番
地
先
（
町
道
上
石
田
一
丁
目
西
条

東

告
示
第
七
九
号

線
と
町
道
西
条
昭
和
イ
ン
タ
ー
線
と

の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
三
四
三

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
二
一
五
番
地

常
永
小
学
校
南
平
成
一
四
年
八
月
一
日

先
（
町
道
四
〇
七
号
線
と
農
道
一
五

西

告
示
第
四
一
号

号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
三
四
三

削
除

平
成
二
四
年
七
月
二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
六

北
都
留
郡
上
野
原
町
松
留
三
九
二
番

上
野
原
高
校
入
平
三
・
七
・
一
一

地
の
一
先
（
国
道
二
〇
号
と
県
道
新

口

告
示
　
第
一
九
号

田
松
留
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を

「
六

上
野
原
市
松
留
三
九
一
番
地
二
先
（

上
野
原
高
校
入
平
成
二
四
年
七
月
二
六
日

国
道
二
〇
号
と
県
道
新
田
松
留
線
と

口

告
示
第
七
九
号

の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「
二
四
五

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
八

西
進
す

終
日

大
月

平
成
二
四
年
六
月

番
一
号
先
（
大
月
駅
前

る
車
両

一
四
日

広
場
中
央
・
北
進
車
両

告
示
第
五
八
号

と
西
進
車
両
と
の
合
流

部
）

」

を「
二
四
五

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
八

西
進
す

終
日

大
月

平
成
二
四
年
六
月

番
一
号
先
（
大
月
駅
前

る
車
両

一
四
日

広
場
中
央
・
北
進
車
両

告
示
第
五
八
号

と
西
進
車
両
と
の
合
流

部
）

二
四
六

主
要
地

甲
府
市
朝
日
四
丁
目
五

西
進
す

七
時
か

甲
府

平
成
二
四
年
七
月

方
道
甲

番
七
号
先
（
朝
日
通
り

る
車
両

ら
二
二

二
六
日

府
韮
崎

北
交
差
点
）

（
二
輪

時
ま
で

告
示
第
七
九
号

線

、
軽
車

両
を
除

く
。）

二
四
七

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

南
進
す

七
時
か

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

ら
二
二

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

（
二
輪

時
ま
で

告
示
第
七
九
号

、
軽
車

両
を
除

く
。）

」

に
改
め
る
。
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梨
県
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別
表
第
六
中

「
二
六
五

県
　
道

甲
府
市
古
府
中
町
二
六

南
進
す

七
時
か

甲
　
府
五
六
・
一
二
・
七

八
幡
積

一
九
番
地
先
（
武
田
神

る
車
両

ら
九
時

五
九
号

翠
寺
甲

社
南
西
角
）

ま
で
十

府
線

四
時
か

ら
十
六

時
ま
で

」

を「
二
六
五

県
道
甲

甲
府
市
古
府
中
町
二
、

南
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
七
月

府
山
梨

六
一
九
番
地
先
（
武
田

る
車
両

二
六
日

線

神
社
南
西
角
三
差
路
交

（
大
型

告
示
第
七
九
号

差
点
）

自
動
車

・
大
型

特
殊
自

動
車
（

マ
イ
ク

ロ
バ
ス

を
除
く

。））

」

に
、

「
五
二
八

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
一

東
進
す

終
日

大
月

平
成
二
四
年
六
月

番
一
号
先
（
大
月
駅
前

る
車
両

一
四
日

広
場
と
駅
前
広
場
西
側

告
示
第
五
八
号

市
道
と
の
合
流
部
分
）

」

を「
五
二
八

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
一

東
進
す

終
日

大
月

平
成
二
四
年
六
月

番
一
号
先
（
大
月
駅
前

る
車
両

一
四
日

広
場
と
駅
前
広
場
西
側

告
示
第
五
八
号

市
道
と
の
合
流
部
分
）

五
二
九

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

北
進
す

七
時
か

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

ら
二
二

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

（
二
輪

時
ま
で

告
示
第
七
九
号

、
軽
車

両
を
除

く
。）

五
三
〇

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

南
進
す

終
日

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

告
示
第
七
九
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
五
二
四

村
　
道

中
巨
摩
郡
玉
穂
村
下
河
東
九
三
三
番

二

南
甲
四
九
・
四
・
一
一

地
の
一
先
（
小
林
正
雄
方
前
）

府

一
六
号

」

を「
五
二
四

市
道

中
央
市
下
河
東
九
四
四
番
地
先
（
下

一

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

河
東
駐
在
所
西
交
差
点
）

府

二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
三
、
三
六
八

県
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
七
八
番
地
の

四

南
甲
平
一
二
・
四
・
六

甲
府
市

四
先
（
西
条
交
差
点
）

府

告
示

川
大
門

第
一
七
号

線
（
昭

和
バ
イ

パ
ス
）

」

を「
三
、
三
六
八

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
一
〇
五

四

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

府
市
川

番
地
先
（
西
条
交
差
点
）

府

二
六
日

三
郷
線

告
示
第
七
九
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
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四
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（
昭
和

バ
イ
パ

ス
）

」

に
、

「
四
、
一
四
七

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、
一
八
四

四

南
甲
平
一
二
・
四
・
六

上
石
田

番
地
先
（
昭
和
高
校
東
交
差
点
）

府

告
示

一
丁
目

第
一
七
号

西
条
線

」

を「
四
、
一
四
七

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
〇
五
七

四

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

番
地
先
（
甲
府
昭
和
高
校
東
交
差
点

府

二
六
日

）

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
四
、
三
二
四

県
　
道

東
八
代
郡
一
宮
町
坪
井
一
二
一
番
地

一

石
和
平
一
〇
・
三
・
一

一
宮
山

の
一
先

九

梨
線

（
熊
野
神
社
南
交
差
点
）

告
示

第
一
六
号

」

を「
四
、
三
二
四

市
道

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井
一
二
一
番
地
一

二

笛
吹
平
成
二
四
年
七
月

先
（
熊
野
神
社
南
交
差
点
）

二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
五
、
四
〇
七

市
道

上
野
原
市
上
野
原
三
、
五
三
〇
番
地

一

上
野
平
成
二
四
年
六
月

先
（
上
野
原
市
立
病
院
出
入
口
前
）

原

一
四
日

告
示
第
五
八
号

」

を

「
五
、
四
〇
七

市
道

上
野
原
市
上
野
原
三
、
五
三
〇
番
地

一

上
野
平
成
二
四
年
六
月

先
（
上
野
原
市
立
病
院
出
入
口
前
）

原

一
四
日

告
示
第
五
八
号

五
、
四
〇
八

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
上
河
東
常
永
区
画

一

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

整
理
地
区
内
四
五
街
区
一
二
画
地
（

府

二
六
日

常
永
小
学
校
東
側
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
七
九
号

五
、
四
〇
九

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
上
河
東
常
永
区
画

一

南
甲
平
成
二
四
年
七
月

整
理
地
区
内
四
五
街
区
一
一
画
地
（

府

二
六
日

常
永
小
学
校
南
東
角
十
字
路
交
差
点

告
示
第
七
九
号

）

五
、
四
一
〇

町
道

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
一
、

一

富
士
平
成
二
四
年
七
月

六
五
二
番
地
先
（
町
道
同
士
の
丁
字

吉
田
二
六
日

路
交
差
点
）

告
示
第
七
九
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
九
七
七

市
　
道

山
梨
市
上
石
森
五
四

四
四
〇

車
　
両

三
〇

日
下
五
九
・
八

九
番
地
の
一
先
（
県

部

・
一
三

道
市
の
蔵
山
梨
市
線

四
一
号

と
の
交
差
点
）
か
ら

山
梨
市
上
石
森
七
〇

一
番
地
先
（
山
梨
市

民
体
育
館
）
ま
で

」

を「
九
七
七

市
道

山
梨
市
上
石
森
六
七

二
七
〇

車
両
（

三
〇

日
下
平
成
二
四

〇
番
地
先
（
山
梨
市

原
付
・

部

年
七
月
二

民
体
育
館
北
東
角
三

け
ん
引

六
日

差
路
交
差
点
）
か
ら

③
を
除

告
示
第
七

山
梨
市
上
石
森
七
〇

く
。）

九
号

一
番
地
先
（
山
梨
市

山
梨
県
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千
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年
七
月
二
十
六
日

四
二
一



民
体
育
館
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「
一
、
五

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西

八
六
〇

車
　
両

四
〇

南
甲
平
一
二
・

〇
八

西
条
昭

条
七
八
番
地
の
四
先

（
原
付

府

・
四
・
六

和
イ
ン

（
西
条
交
差
点
）
か

・
け
ん

告
示

タ
ー
線

ら
中
巨
摩
郡
昭
和
町

引
②
③

第
一
七
号

西
条
三
、
二
七
〇
番

を
除
く

地
先
（
中
央
道
カ
ル

。）

バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
甲

府
昭
和
二
南
側
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

を「
一
、
五

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西

八
六
〇

車
両
（

四
〇

南
甲
平
成
二
四

〇
八

条
五
、
一
〇
五
番
地

原
付
・

府

年
七
月
二

先
（
西
条
交
差
点
）

け
ん
引

六
日

か
ら
中
巨
摩
郡
昭
和

②
③
を

告
示
第
七

町
西
条
五
、
二
七
八

除
く
。

九
号

番
地
先
（
中
央
道
カ

）

ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス

甲
府
昭
和
二
南
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
一
、
五

市
道
鴨

山
梨
市
鴨
居
寺
二
三

三
、
三
二
〇

車
両
（

五
〇

日
下
平
成
一
九

一
七

居
寺
東

九
番
地
先
（
市
民
体

原
付
・

部

年
二
月
五

後
屋
敷

育
館
東
交
差
点
）
か

け
ん
引

塩
山
日

線

ら
甲
州
市
塩
山
下
塩

①
②
③

告
示
第
九

市
道
東

後
二
一
一
番
地
先
（

を
除
く

号

後
屋
敷

合
同
庁
舎
南
交
差
点

。）

小
屋
敷

）
ま
で
の
両
側

線

市
道
上

井
尻
三

〇
号
線

」

を「
一
、
五

市
道

山
梨
市
上
石
森
一
、

四
、
一
二
〇

車
両
（

五
〇

日
下
平
成
二
四

一
七

一
二
八
番
地
先
（
市

原
付
・

部

年
七
月
二

民
体
育
館
西
交
差
点

け
ん
引

六
日

）
か
ら
甲
州
市
塩
山

①
②
③

告
示
第
七

下
塩
後
二
一
一
番
地

を
除
く

九
号

先
（
合
同
庁
舎
南
交

。）

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
四
二
七

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条

八
六
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
一
二

西
条
昭

七
八
番
地
の
四
先
（
西

府

年
四
月
六

和
イ
ン

条
交
差
点
）
か
ら
中
巨

日

タ
ー
線

摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、

告
示
第
一

二
七
〇
番
地
先
（
中
央

七
号

道
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク

ス
甲
府
昭
和
二
南
側
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
二
七

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条

八
六
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

五
、
一
〇
五
番
地
先
（

府

年
七
月
二

西
条
交
差
点
）
か
ら
中

六
日

巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五

告
示
第
七

、
二
七
八
番
地
先
（
中

九
号

央
道
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ

ク
ス
甲
府
昭
和
二
南
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
二
二



に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
、
九
八
七

村
　
道

西
八
代
郡
上
九
一
色
村
古
関
二
、
六

市
　
川
五
一
・
九
・
二
七

本
郷
飯

九
二
番
地
先
（
上
九
一
色
村
役
場
西

三
二
号

田
線

側
）

」

を「
一
、
九
八
七

市
道

甲
府
市
古
関
町
一
、
二
〇
三
番
地
先

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

（
古
関
・
梯
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
西
側

二
六
日

丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
四
、
五
六
六

笛
吹
川

東
八
代
郡
石
和
町
川
中
島
字
西
道
永

石
　
和
五
六
・
三
・
一
八

左
岸
河

七
七
二
番
地
の
一
先
（
笛
吹
橋
南
詰

一
七
号

川
敷
道

西
方
）

路

」

を「
四
、
五
六
六

削
除

笛
吹

平
成
二
四
年
七
月

二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
八
、
六
五
九

市
　
道

甲
府
市
住
吉
四
丁
目
二
、
三
〇
七
番

南
甲
府
平
七
・
三
・
一
六

地
の
一
先
（
東
側
）

告
示

第
一
五
号

」

を「
八
、
六
五
九

市
道

甲
府
市
住
吉
五
丁
目
三
番
六
号
先
（

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
北
進

二
六
日

車
両
）

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
八
、
六
六
〇

市
　
道

甲
府
市
住
吉
四
丁
目
二
、
三
〇
九
番

南
甲
府
平
七
・
三
・
一
六

地
の
三
先
（
西
側
）

告
示

第
一
五
号

」

を「
八
、
六
六
〇

市
道

甲
府
市
住
吉
五
丁
目
二
番
三
二
号
先

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
南

二
六
日

進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
八
、
六
七
〇

市
　
道

甲
府
市
住
吉
五
丁
目
二
、
三
二
七
番

南
甲
府
平
七
・
三
・
一
六

地
先
（
南
側
）

告
示

第
一
五
号

」

を「
八
、
六
七
〇

市
道

甲
府
市
住
吉
五
丁
目
二
番
八
号
先
（

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

上
町
交
差
点
北
側
十
字
路
交
差
点
・

二
六
日

東
進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
一
〇
、
七
四
七

町
道
三

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
河
東
五
一
二
番

南
甲
府
平
成
一
六
年
三
月

〇
八
〇

地
の
二
先
（
帝
京
山
梨
看
護
専
門
学

一
一
日

号
線

校
東
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
六
号

」

を「
一
〇
、
七
四
七

削
除

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

二
六
日

告
示
第
七
九
号

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
二
三



に
、

「
一
一
、
〇
七
六

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢
四
六
三

市
川

平
成
一
八
年
七
月

番
地
の
二
先
（
新
川
橋
東
側
丁
字
路

一
〇
日

交
差
点
東
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
六
四
号

」

を「
一
一
、
〇
七
六

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢
四
九
七

鰍
沢

平
成
二
四
年
七
月

番
地
先
（
新
川
橋
東
側
立
体
交
差
南

二
六
日

詰
丁
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
一
一
、
六
三
四

市
道

上
野
原
市
上
野
原
三
、
五
三
八
番
地

上
野
原
平
成
二
四
年
六
月

先
（
上
野
原
市
立
病
院
南
西
側
丁
字

一
四
日

路
交
差
点
・
北
東
進
車
両
）

告
示
第
五
八
号

」

を「
一
一
、
六
三
四

市
道

上
野
原
市
上
野
原
三
、
五
三
八
番
地

上
野
原
平
成
二
四
年
六
月

先
（
上
野
原
市
立
病
院
南
西
側
丁
字

一
四
日

路
交
差
点
・
北
東
進
車
両
）

告
示
第
五
八
号

一
一
、
六
三
五

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
一
九
番
地
一

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

先
（
常
永
小
学
校
南
西
角
十
字
路
交

二
六
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

一
一
、
六
三
六

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
常
永
区
画
整

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

理
地
区
内
三
七
街
区
二
画
地
（
常
永

二
六
日

小
学
校
南
西
角
十
字
路
交
差
点
・
北

告
示
第
七
九
号

進
車
両
）

一
一
、
六
三
七

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
一
、
五

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

三
九
番
地
先
（
沖
田
公
園
前
交
差
点

二
六
日

北
西
側
丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両

告
示
第
七
九
号

）

一
一
、
六
三
八

市
道

甲
府
市
住
吉
五
丁
目
二
四
番
二
八
号

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・

二
六
日

北
進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

一
一
、
六
三
九

市
道

甲
府
市
国
母
三
丁
目
三
番
九
号
先
（

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
北
西

二
六
日

進
車
両
）

告
示
第
七
九
号

一
一
、
六
四
〇

市
道

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
、
七
五
二
番

日
下
部
平
成
二
四
年
七
月

地
先
（
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線
旧
第
一
青
梅

二
六
日

街
道
踏
切
南
側
丁
字
路
交
差
点
・
南

告
示
第
七
九
号

進
車
両
）

一
一
、
六
四
一

市
道

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
、
二
一
一
番

富
士
吉
平
成
二
四
年
七
月

地
先
（
富
士
吉
田
市
立
病
院
南
東
側

田

二
六
日

・
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
東

告
示
第
七
九
号

進
車
両
）

一
一
、
六
四
二

市
道

富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
、
二
一
一
番

富
士
吉
平
成
二
四
年
七
月

地
先
（
富
士
吉
田
市
立
病
院
南
東
側

田

二
六
日

・
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
西

告
示
第
七
九
号

進
車
両
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
七
二
三

県
道
四

都
留
市
古
川
渡
五

二
三
、
一
〇

車
両

終
日

都
留
平
成
一
四

日
市
場

五
三
番
地
先
（
禾

〇

年
一
月
三

上
野
原

生
第
一
小
学
校
北

一
日

線

西
角
）
か
ら
南
都

告
示
第
四

留
郡
秋
山
村
一
古

号

沢
地
内
（
神
奈
川

県
境
）
ま
で
の
両

側

」

を

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
二
四



「
七
二
三

県
道
四

都
留
市
古
川
渡
五

二
三
、
一
〇

車
両

終
日

大
月
平
成
二
四

日
市
場

五
三
番
地
先
（
禾

〇

上
野
年
七
月
二

上
野
原

生
第
一
小
前
交
差

原

六
日

線

点
）
か
ら
上
野
原

告
示
第
七

市
秋
山
四
八
四
番

九
号

地
一
先
（
神
奈
川

県
境
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
八
七
五

市
　
道

山
梨
市
上
石
森
五

四
四
〇

車
両

終
日

日
下
五
九
・
一

四
九
番
地
の
一
先

部

〇
・
八

（
県
道
市
之
蔵
山

四
七
号

梨
線
と
の
交
差
点

）
か
ら
山
梨
市
上

石
森
七
〇
一
番
地

先
（
山
梨
市
民
体

育
館
）
ま
で
の
両

側

」

を「
八
七
五

市
道

山
梨
市
上
石
森
六

二
七
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

七
〇
番
地
先
（
山

部

年
七
月
二

梨
市
民
体
育
館
北

六
日

東
角
三
差
路
交
差

告
示
第
七

点
）
か
ら
山
梨
市

九
号

上
石
森
七
〇
一
番

地
先
（
山
梨
市
民

体
育
館
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「
一
、
一
二
〇

県
　
道

北
都
留
郡
上
野
原

一
五
〇

車
両

終
日

上
野
平
三
・
三

上
新
田

町
新
田
八
四
五
番

原

・
二
五

諏
訪
線

地
先
（
上
野
原
駅

一
九
号

前
駐
在
所
前
交
差

点
）
か
ら
北
都
留

郡
上
野
原
町
新
田

六
九
六
番
地
先

（
や
ま
と
運
輸
上

野
原
営
業
所
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
、
一
二
〇

市
道
上

上
野
原
市
新
田
八

一
五
〇

車
両

終
日

上
野
平
成
二
四

新
田
諏

四
五
番
地
先
（
島

原

年
七
月
二

訪
線

田
駐
在
所
前
交
差

六
日

点
）
か
ら
上
野
原

告
示
第
七

市
新
田
六
九
六
番

九
号

地
先
（
竹
之
沢
橋

西
詰
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
一
、
二
五
三

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町

八
六
〇

車
両

終
日

南
甲
平
一
二
・

西
条
昭

西
条
七
八
番
地
の

府

四
・
六

和
イ
ン

四
先
（
西
条
交
差

告
示

タ
ー
線

点
）
か
ら

第
一
七
号

中
巨
摩
郡
昭
和
町

西
条
三
、
二
七
〇

番
地
先
（
中
央
道

カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ

ク
ス
甲
府
昭
和
二

南
側
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

四
二
五



一
、
二
五
三

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町

八
六
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

西
条
五
、
一
〇
五

府

年
七
月
二

番
地
先
（
西
条
交

六
日

差
点
）
か
ら
中
巨

告
示
第
七

摩
郡
昭
和
町
西
条

九
号

五
、
二
七
八
番
地

先
（
中
央
道
カ
ル

バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス

甲
府
昭
和
二
南
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
一
、
三
一
二

町
道
四

中
巨
摩
郡
昭
和
町

二
八
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
一
五

六
八
号

西
条
三
、
九
六
八

府

年
一
二
月

線

番
地
先
（
ケ
ッ
ズ

一
八
日

・
タ
ケ
ヤ
東
側
）

告
示
第
八

か
ら
中
巨
摩
郡
昭

八
号

和
町
西
条
三
、
一

一
六
番
地
先
（
花

形
ビ
ル
東
側
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
、
三
一
二

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町

二
八
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

西
条
三
、
九
六
八

府

年
七
月
二

番
地
先
（
西
条
・

六
日

彩
の
広
場
南
西
側

告
示
第
七

丁
字
路
交
差
点
）

九
号

か
ら
中
巨
摩
郡
昭

和
町
西
条
五
、
〇

四
〇
番
地
先
（
若

宮
八
幡
神
社
東
側

十
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
四
一

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
七
八
番
地
の
四

南
甲
府
平
成
一
二
・
四
・
六

西
条
昭

先
（
西
条
交
差
点
）
か
ら

告
示

和
イ
ン

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、
二
七
〇
番

第
一
七
号

タ
ー
線

地
先
（
中
央
道
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス

甲
府
昭
和
二
南
側
交
差
点
）
ま
で
の
両

側（
八
六
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
四
一

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
一
〇
五
番

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月
二
六

地
先
（
西
条
交
差
点
）
か
ら
中
巨
摩
郡

日

昭
和
町
西
条
五
、
二
七
八
番
地
先
（
中

告
示
第
七
九
号

央
道
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
甲
府
昭
和

二
南
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
一

四
一
メ
ー
ト
ル
）

」

に
、

「
二
〇
五

市
道

山
梨
市
下
石
森
五
九
九
番
地
二
先
（
重

日
下
部
平
成
二
四
年
六
月
一
四

川
橋
北
交
差
点
）
か
ら
山
梨
市
上
石
森

日

一
、
一
二
八
番
地
先
（
市
民
体
育
館
西

告
示
第
五
八
号

交
差
点
）
ま
で
の
両
側
（
九
四
〇
メ
ー

ト
ル
）

」

を「
二
〇
五

市
道

山
梨
市
下
石
森
五
九
九
番
地
二
先
（
重

日
下
部
平
成
二
四
年
六
月
一
四

川
橋
北
交
差
点
）
か
ら
山
梨
市
上
石
森

日

一
、
一
二
八
番
地
先
（
市
民
体
育
館
西

告
示
第
五
八
号

交
差
点
）
ま
で
の
両
側
（
九
四
〇
メ
ー

ト
ル
）
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四
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二
〇
六

市
道

山
梨
市
上
石
森
一
、
一
二
八
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
七
月
二
六

市
民
体
育
館
西
交
差
点
）
か
ら
山
梨
市

日

上
石
森
一
、
二
五
五
番
地
先
（
市
民
体

告
示
第
七
九
号

育
館
北
西
角
十
字
路
交
差
点
）
ま
で
の

両
側
（
四
〇
五
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
三
中

「
四
六

県
　
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
九
四
一
番
地
先

二

五
七
・
一
〇
・
八

甲
府
市
川

（
甲
府
市
外
電
話
局
前
）

四
二
号

大
門
線

（
昭
和
バ

イ
パ
ス
）

」

を「
四
六

削
除

平
成
二
四
年
七
月
二

六
日

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
一
一
二

町
　
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、
一
八
四
番
地

四

平
一
二
・
四
・
六

上
石
田
一

先

告
示

丁
目
西
条

（
昭
和
高
校
東
交
差
点
）

第
一
七
号

線

」

を「
一
一
二

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
〇
五
七
番
地

四

平
成
二
四
年
七
月
二

先
（
甲
府
昭
和
高
校
東
交
差
点
）

六
日

告
示
第
七
九
号

」

に
、

「
一
二
九

県
　
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
七
八
番
地
の
四
先

四

平
一
二
・
四
・
六

甲
府
市
川

（
西
条
交
差
点
）

告
示

大
門
線
（

第
一
七
号

昭
和
バ
イ

パ
ス
）

」

を「
一
二
九

県
道
甲
府

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
一
〇
五
番
地

四

平
成
二
四
年
七
月
二

市
川
三
郷

先
（
西
条
交
差
点
）

六
日

線
（
昭
和

告
示
第
七
九
号

バ
イ
パ
ス

）

」

に
改
め
る
。
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梨
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公
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千
二
百
四
十
七
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四
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七
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